
静岡県新型コロナウイルス感染症検査無料化事業費補助金交付要綱 新旧対照表

改正前 改正後

附 則

この要綱は、令和３年 12 月 22 日から施行する。ただし、第２ウの事業は令

和３年 11 月 26 日以降に実施した検査体制整備について適用する。

この要綱は、令和４年３月 30 日から施行し、令和４年１月 26 日から適用す

る。

この要綱は、令和４年４月 12 日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。

この要綱は、令和４年７月 12 日から施行し、令和４年７月１日から適用す

る。

附 則

この要綱は、令和３年 12 月 22 日から施行する。ただし、第２ウの事業は令

和３年 11 月 26 日以降に実施した検査体制整備について適用する。

この要綱は、令和４年３月 30 日から施行し、令和４年１月 26 日から適用す

る。

この要綱は、令和４年４月 12 日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。

この要綱は、令和４年７月 12 日から施行し、令和４年７月１日から適用す

る。

この要綱は、令和４年 10 月７日から施行し、令和４年８月 29 日から適用す

る。



別表１
１ 事業の区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助額

定着促進事業

（１）及び（２）の合計額

（１）検査キット原価
①仕入れ日が令和３年 12月 30日までの場合

②仕入れ日が令和３年 12月 31日から令和４年３月 31 日までの場合

③仕入れ日が令和４年４月１日から令和４年６月 30日までの場合

④仕入れ日が令和４年７月１日以降の場合

（２） 各種経費等
１回あたり一律 3,000 円（税込）

無症状の者を対象として ワク、

チン 検査パッケージ制度又は対・
象者全員検査及び飲食、イベン
ト 旅行 帰省等の活動に際して、 ・

陰性の検査結果を確認する民間
の取組みのために必要な検査に
要する費用

第２欄に定める基

準額に検査数を乗

じて得た額と第３

欄に定める対象経

費の合計からその

他の収入を控除し

た全額のいずれか

少ない方の額

一般検査事業

感染リスクが高い環境にある
等の理由により感染不安を感じ
る住民のうち 無症状者が 検査、 、

受検要請 感染拡大傾向にある場（
合に都道府県知事の判断により
行われる新型インフルエンザ等

対策特別措置法第 24 条第９項等
に基づくものに限る ）に応じて。
受検した検査に要する費用

区分 上限額

PCR 検査及び抗原定量検査の場合 8,500 円（税込）

抗原定性検査 3,500 円（税込）

区分 実施事業者 上限額

PCR 検査
及び抗原定量
検査の場合

医療機関以外 8,500 円（税込）

（ ）医療機関 他機関へ検査委託 8,500 円（税込）

医療機関（自院で検査実施） 7,000 円（税込）

抗原定性検査 3,000 円（税込）

区分 実施事業者 上限額

PCR 検査
及び抗原定量
検査の場合

医療機関以外 8,500 円（税込）

（ ）医療機関 他機関へ検査委託 8,500 円（税込）

医療機関（自院で検査実施） 7,000 円（税込）

抗原定性検査 1,500 円（税込）

区分 上限額

PCR 検査及び抗原定量検査の場合 7,000 円（税込）

抗原定性検査 1,500 円（税込）

別紙１



検査体制整備事

業

１箇所あたり上限 1,300,000 円（税込）

※ただし 令和３年度又は令和４年度に必要な初度設備に要する費用に係、

る補助を既に受けている場合は 当該箇所に係る既補助額を上限額から、

減じた額とする。

定着促進事業及び一般検査事

業の実施にあたり必要な初度設

備に要する費用

第２欄に定める基

準額と第３欄に定

める対象経費の実

支出額とを比較し

、て少ない方の額と

総事業費からその

他の収入を控除し

た額とを比較して

少ない方の額



様式第２号 ⇒全面改正 様式第２号 ⇒全面改正



様式第2号（別紙１）⇒新規 様式第2号（別紙１）⇒新規



様式第2号（別紙２）⇒新規 様式第2号（別紙２）⇒新規




